覚　　書

平成　　　年　　　月　　　日に締結した産業廃棄物処処理委託契約書の第３条 第１項 第１号、２号および第３号を、下記に記す第３条 第１号、２号、３号、５号に変更する。

記

第３条（義務と責任）

１.（適正処理に必要な情報の提供） 

     　　(１)　甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」（環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」（平成１８年３月）を参照）の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
　　　　　　
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿

ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項

エ 混合等により生ずる支障　　　　
オ 日本工業規格 Ｃ０９５０ 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項      　　　　

カ その他取扱いの注意事項
(２)　甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
(3) 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する（環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」（平成１８年３月）の「容器貼付用ラベル」参照）。
（５）甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。

この覚書の成立を証するために本書２通を作成し、甲、乙は各々記名押印のうえ各１通を保有し、契約書に添付する。

平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　  　　　 甲

　　　   　　 乙      静岡県浜松市笠井上町428
　　　　　　   　　　　天 星 製 油 株 式 会 社

　                        　　　代表取締役　鈴木宏政
